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「四街道駅北口広場再整備事業の一時凍結を求める決議」
別紙

四街道駅北口広場再整備事業は、市の玄関口である四街道駅を中心とした安

全性、利便性、快適性、回遊性を有する交通結節点の再整備を目的に平成26

年度からの前期基本計画及び平成27年の都市再生整備計画に位置付けられて
います。

また、四街道駅北口広場管理運営協議会に諮問し、平成23年度から計8回
の協議会が開催され、協議会における案が平成26年9月19日に答申されま

した。

市は同協議会からの答申案に加え、歩行者デッキに広場スペース等を設けた

案により、市民参加条例による意見提出手続を実施した結果、意見提出者10
2名、意見件数285件があり、多額の事業費や環境、景観等を理由に9割を

超す反対する旨の意見が寄せられました。
一方で当市の厳しい財政状況下において、次期ごみ処理施設建設、文化セン

ター改修及び庁舎建替え事業等により多額の事業費が見込まれます。

このことから、以下決議する。

1．四街道駅北口広場再整備工事は、一時凍結すること。
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